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■
申
込
期
間

７
月
８
日（
水
）～

22日（
水
）

■
入
居
予
定
８
月
下
旬

問
申
改
良
住
宅
対
策
室

�
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５
月
の
上
水
道
・
簡
易
水
道
の
水
質

検
査
の
結
果
は
、
各
検
査
項
目
と
も
異

常
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
水
道
課
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町
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
就
職
活
動
な
ど
が
困

難
な
人
へ
の「
就
労
支
援
」と
し
て
、
町
民

を
対
象
と
し
た
会
社
合
同
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

■
日
時
９
月
３
日（
木
）

10時
～

16時

９
月
４
日（
金
）

10時
～

12時

■
場
所
町
中
央
公
民
館
中
ホ
ー
ル

■
申
込
期
限

７
月

10日（
金
）

17時
ま
で

■
申
込
方
法

参
加
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
載
の
う
え
、
い
ず
れ
か
の
方
法
で

企
業
誘
致
・
商
工
観
光
課
へ
送
付
し
て

く
だ
さ
い
。
持
参
も
可
能
で
す
。
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養
老
町
高
田
７
９
８

問
企
業
誘
致
・
商
工
観
光
課
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町
教
育
委
員
会
で
は
、
乳
幼
児
か
ら

中
学
生
の
保
護
者
に
つ
い
て
、
お
子
さ

ん
の
心
身
の
発
達
状
況
が
心
配
で
就
学

や
教
育
に
つ
い
て
の
悩
み
や
就
学
先
お

よ
び
来
年
度
在
籍
す
る
学
校
や
学
級
に

つ
い
て
相
談
が
あ
る
人
を
対
象
に
「
就

学
に
か
か
わ
る
教
育
相
談
」
を
行
い
ま

す
。
希
望
す
る
人
は
、
次
に
よ
り
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時
８
月
３
日（
月
）～
５
日（
水
）

■
場
所
町
役
場

■
申

込
７
月

10日
（
金
）
ま
で
に
「
就

学
に
か
か
わ
る
教
育
相
談
申
込
書
」

（
こ
ど
も
園
、
保
育
園
、
小
・
中
学

校
、
各
そ
よ
か
ぜ
教
室
、
保
健
セ
ン

タ
ー
お
よ
び
教
育
委
員
会
に
備
え
付

け
）
を
在
籍
校
（
園
）
ま
た
は
町
教
育

委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
締
め
切
り
後
、
日
時
の
調
整
を

し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
教
育
総
務
課
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
今
年
度
の
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
ナ
イ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
は
中
止
し
ま
す
。

問
郡
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

理
事

三
輪
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お
知
ら
せ

水
道
の
水
質
検
査

会
社
合
同
説
明
会
参
加
企
業
募
集

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ナ
イ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
中
止

就
学
に
か
か
わ
る
教
育
相
談

「自筆証書遺言書保管制度」の運用が開始されます！！

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が令和２年７月10日

から開始されます。遺言書の保管申請時には、手数料3，900円を収入印紙により納付していただきますが、

法務局に設置する遺言書保管所において、遺言書を大切に保管しますので、紛失や亡失の防止、第三者に

よる破棄や改ざんをされたりすることがないほか、遺言者が亡くなられた後の手続として、相続人等は、

別途手数料を納めて、各遺言書保管所に保管中の遺言書の内容の証明書を請求したり、遺言書の閲覧を

することもできるなど、遺言者だけでなく、相続人や受遺者等にもメリットのある制度となります。

また、この保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所における検認が不要となることも特徴の１つ

です。この保管制度の利用（手続）には、各種確認や手続の処理に一定程度の時間を要するため、手続の順番

をお待ちいただくことがないよう、予約を前提としており、令和２年７月１日から予約システムによる予約

が可能となります。本制度の利用に係る詳細は、法務省のホームページをご覧いただくか、以下に記載の

最寄りの法務局（遺言書保管所）に、「遺言書保管」についてお尋ねください。

問岐阜地方法務局大垣支局 �78―3347


